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立地適正化計画の検討における将来人口推計について 

①立地適正化計画の検討における市の将来人口推計と国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計の関係について 

②市の将来人口推計について 

 

【報 告】 

①立地適正化計画における将来推計人口については、国土交通省策定の「都市計画運用指針」及び「立地適正化計画の作成に係るＱ＆

Ａ」において、「社人研が公表している将来推計人口の値を採用すべきこと。仮に市が独自推計を行う場合でも社人研の値を参酌すべ

き。」との原則的な考え方が示されています。このことから、本計画の検討では、市の将来推計人口を採用していますが、資料上にお

いては、市と社人研の将来推計人口を併記しています。 

なお、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）とは、厚生労働省の所管する団体であり、社会保障及び人口問題に関する調査及び

研究を行うことを通じて、国民の福祉向上に貢献することを目的として、平成８年に設立された団体です。 

（厚生省人口問題研究所と特殊法人社会保障研究所を統合） 

 

 ②「川崎市 第３期実施計画」の「人口の推移と将来人口推計」においては、日本の人口については「社人研による将来推計人口」と、

本市の人口については「本市の将来人口推計」を掲載しています。 
なお、市の将来人口推計については、本市が令和２年国勢調査結果を基準人口として、出生率、死亡率、移動率及び大規模住居系開

発の見込みなどを当てはめて将来人口を計算することで、令和 47（2065）年までの人口推計を行っています。   

2



【　抜粋　】

- 43 -

Ⅳ－１－３ 立地適正化計画
　３．記載内容
　　（３）居住誘導区域
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【　抜粋　】
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資料２



＜将来人口及び高齢化率の推移＞

H2   H7     H12     H17  H22    H27       R2            R7     R12      R17     R22     R27       R32     R37     R42     R47   

≪「立地適正化計画の策定に向けた中間とりまとめ 第2章（１）２）人口」より抜粋≫
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資料３



≪　「川崎市 第３期実施計画」より抜粋　≫

日本の総人口の推計として、
社人研の将来推計人口を記載

市の将来人口の推計として、
独自の推計結果を記載
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資料４


